
【エッセイ】　神奈川最賃千円裁判傍聴記（六）（下山房雄）

1

Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
な
が
わ
総
研
「
研
究
と
資
料
」
№
１
７
４
―
２
０
１
２
年
10
月
刊
―
稿
案

　
　

　
　
　
　
神
奈
川
最
賃
千
円
裁
判
傍
聴
記
（
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
山
房
雄
（
か
な
が
わ
総
研
元
理
事
長
）

　　

第
六
回
裁
判
が
、
２
０
１
２
年
８
月
８
日
午
前
、
横
浜
地
裁
１
０
１
法
廷
で
開
か
れ
た
。
横
浜
地
裁
で
一
番
容
量

が
大
き
い
法
廷
と
き
く
が
、
席
数
を
数
え
る
と
横
一
行
14
席
が
６
行
で
計
84
席
。
今
回
傍
聴
抽
選
に
並
ん
だ
の
は
、

サ
ポ
ー
タ
ー
千
人
達
成
（
こ
の
日
―
―
１
０
３
０
人
）
の
力
の
現
れ
か
、
先
生
か
ら
最
賃
裁
判
傍
聴
の
宿
題
を
与
え

ら
れ
た
中
学
生
・
高
校
生
の
参
加
も
あ
っ
て
か
、
計
１
２
０
人
余
り
。
そ
れ
で
30
人
近
く
が
外
れ
。
幸
い
、
私
は
当

り
で
傍
聴
で
き
た
。
私
と
同
じ
く
海
老
名
か
ら
参
加
の
、
国
民
救
援
会
海
老
名
支
部
長
は
外
れ
て
し
ま
っ
た
―
―
私

の
ア
ピ
ー
ル
で
サ
ポ
ー
タ
ー
に
加
わ
っ
て
頂
い
た
人
だ
っ
た
の
で
、
残
念
残
念
。

　

今
回
裁
判
は
、
１
０
２
人
に
な
っ
た
原
告
団
か
ら
の
７
人
目
の
陳
述
で
始
ま
っ
た
。
10
年
前
に
離
婚
し
、
元
夫
か

ら
の
送
金
は
な
い
ま
ま
、
２
人
の
子
供
を
育
て
私
大
理
工
学
部
、
専
門
学
校
に
あ
げ
て
い
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
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淡
々
と
し
た
し
か
し
内
容
的
に
は
極
め
て
重
い
陳
述
。
時
給
９
０
０
円
で
の
病
院
手
伝
い
の
月
10
―
13
万
円
の
収
入

で
生
保
受
給
せ
ず
で
は
自
立
し
た
家
族
生
活
は
営
め
ず
、
年
金
生
活
の
母
親
の
と
こ
ろ
に
転
げ
こ
ん
で
の
寄
食
生
活
。

子
ど
も
た
ち
は
年
１
０
０
万
、１
５
０
万
円
の
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
が
卒
業
時
に
は
そ
れ
が
膨
大
な
借
金
に
な
る

と
い
う
不
安
。
優
し
か
っ
た
母
親
と
は
電
気
を
点
け
た
、
消
し
忘
れ
た
で
言
い
争
い
に
な
る
な
ど
ギ
ス
ギ
ス
し
た
関

係
。

　

こ
う
し
た
貧
困
の
家
族
へ
の
拡
が
り
の
訴
え
を
聞
い
て
い
た
私
は
、
生
保
基
準
の
最
賃
と
の
比
較
を
彼
我
と
も
に

単
身
世
帯
で
行
っ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
、
我
々
の
側
は
よ
り
発
展
さ
せ
て
少
な
く
と
も
二
人
世
帯
基
準
で
の
比
較

に
進
め
な
け
れ
ば
と
考
え
た
。
因
み
に
、
高
等
教
育
無
償
化
、
公
共
住
宅
あ
る
い
は
家
賃
手
当
、
児
童
手
当
な
ど
が

日
本
と
同
じ
く
不
備
か
欠
く
か
の
ア
メ
リ
カ
で
の
運
動
状
況
を
、
私
は
04
年
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
刊
の
社
会
政
策
学
会

誌
12
号
『
社
会
政
策
学
と
賃
金
問
題
』
86
頁
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
―

　
「
Ｃ
Ｗ
運
動
が
目
指
す
の
は
、
女
性
に
も
家
族
賃
金
を
と
い
う
こ
と
で
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
が
自
己
の
賃
金
で
子

育
て
で
き
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
ア
・
ロ
バ
ー
ツ
演
ず
る
エ
リ
ン
・
ブ
ロ
コ
ビ
ッ
チ
が
訴
訟
に
負
け
て

も
３
人
の
子
育
て
が
で
き
る
賃
金
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
職
賃
金
が
低
い
こ
と
を
団
交
で
主
張
し
て
ス

ト
を
か
け
て
と
る
と
か
、
最
賃
引
き
上
げ
で
女
性
職
賃
金
を
あ
げ
る
方
が
ベ
タ
ー
な
Ｃ
Ｗ
運
動
と
い
う
の
が
ブ
ル
ム

の
含
意
だ
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
最
賃
金
額
引
き
上
げ
に
は
ほ
と
ん
ど
沈
黙
で
あ
り
、
高
い
家
族
賃
金
か
ら
安
い
個

人
賃
金
へ
の
改
革
が
叫
ば
れ
る
」（
Ｃ
Ｗ
運
動
―
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ワ
―
ス
運
動
は
女
性
職
賃
金
を
市
場
に
拠
る

評
価
で
は
な
く
て
、
女
性
労
働
の
価
値
を
人
が
直
接
に
評
価
す
る
こ
と
で
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
運
動
。
エ
リ
ン
・

ブ
ロ
コ
ビ
ッ
チ
―
２
０
０
０
年
制
作
の
ア
メ
リ
カ
映
画
、
法
律
事
務
所
で
助
手
と
し
て
働
く
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
奮

闘
努
力
で
公
害
裁
判
に
最
後
に
大
勝
利
す
る
話
。
ブ
ル
ム
―
96
年
お
茶
の
水
書
房
訳
書
刊
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
労
働
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の
間
』
の
著
者
リ
ン
ダ
・
ブ
ル
ム
）。

　

さ
て
原
告
陳
述
に
続
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
原
告
準
備
書

面
（
５
）
の
田
渕
弁
護
士
に
よ
る
要
約
口
述
で
あ
っ
た
。
こ

の
準
備
書
面
（
５
）
は
「
第
一　

最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上

げ
は
社
会
的
要
請
で
あ
る
こ
と
」（
１
―
３
頁
）
の
総
論
と
「
第

二　

最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ
は
法
的
要
請
で
も
あ
る
こ

と
～
最
低
賃
金
と
生
活
保
護
と
を
比
較
す
る
方
法
に
つ
い
て

～
」（
３
―
９
頁
）
の
詳
論
と
か
ら
成
る
。
後
者
は
、
か
ね
て

か
ら
神
奈
川
労
連
が
「
五
点
の
ゴ
マ
カ
シ
」
と
し
て
批
判
し

て
き
た
国
の
生
保
―
最
賃
比
較
方
法
の
問
題
点
を
田
渕
弁
護

士
が
第
一
回
裁
判
で
陳
述
し
た
こ
と
の
延
長
で
、
今
度
は
そ

れ
を
よ
り
精
確
詳
細
に
展
開
し
た
も
の
だ
。
そ
こ
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
「
考
慮
す
べ
き
要
素
を
正
当
に
考
慮
し
た
場
合
の

計
算
方
法
」
の
結
果
数
字
が
表
の
Ｂ
列
だ
。

　
「
被
告
国
に
よ
る
神
奈
川
県
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
決
定
に

は
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
最
低
賃
金
と
生
活
保
護
と
の
乖
離

額
と
い
う
重
要
な
事
実
に
関
し
て
、
重
大
な
事
実
の
誤
認
が

存
在
す
る
。
…
…
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
又
は
こ
れ
を

濫
用
し
た
違
法
な
決
定
」
と
断
じ
て
終
わ
る
原
告
準
備
書
面

　　　　　　　A：中賃＝国の主張　　B：神奈川労連＝原告の主張

生活保護基準平均月額                 　     A             　  B        A ÷ B　　　A － B 
　生活扶助  第１類（個人　12―19 歳）  41,269　　　　42,080　　98.1%　     ▲ 811
　　　　　　第２類（一人世帯）　　　　42,593　　　　43,480　　98.0　         ▲ 887
　　　　　　第２類（冬期加算）　　　 　1,263　　  　 1,287.5　　98.1           ▲ 24.5
              期末一次扶助　　　　　　　　1,159            1,181.6　　98.1　    　▲ 22.6
　　　　　　　　小計 　　　　　　 　86,284            87,979　　98.1         ▲ 1,695
  住宅扶助　　　　　　　　　　　　   38,887            69,800　   55.7        ▲ 30,913
               合計　　　　　　　　　　 125,171          157,779　　79.3        ▲ 32,608
  公租公課分算入 ( 係数 A：/0.857  B/0.859 )
                                                    146,057　 　　183,677　　79.5　     ▲ 37,620
 勤労控除　　　  　　　　　　　　　　――　　  　  31,240　 　0.0　      ▲ 31,240
 α： 生保基準総計　　 　　　　　　146,057 円　　 214,917 円   68.0　      ▲ 68,860
β：時間賃金算定に用いる月間労働時間   
                                                     173.8               150     115.9　    　23.8
  α÷β  　　　　　　　  　　　　　　841 円　 　　1,432 円   58.7%　  　591 円
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（
五
）
に
対
し
て
国
側
は
、
全
21
頁
の
被
告
準
備
書
面
（
４
）
を
提
出
し
て
い
る
。
例
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
か
、
口
述
は
無

か
っ
た
。  

　

こ
の
被
告
準
備
書
面
（
４
）
の
「
は
じ
め
に
」
と
「
結
語
」
に
挟
ま
れ
た
本
論
は
、「
第
２　

法
12
条
に
よ
る
改
正
決
定
に
つ
き
、

厚
生
労
働
大
臣
等
に
広
範
な
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」（
４
―
７
頁
）、「
第
３　

本
件
不
作
為
が
神
奈
川
県
労
働
局

長
の
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
若
し
く
は
そ
の
濫
用
と
な
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
」（
７
―
21
頁
）の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。

う
ち
前
者
は
、
前
回
あ
る
い
は
前
々
回
の
裁
判
で
の
国
側
の
強
引
な
言
説
―
「
07
年
改
正
最
賃
法
９
条
３
項
の
〈
生
活
保
護
と

の
整
合
性
に
配
慮
す
る
〉
の
〈
配
慮
〉
は
保
護
基
準
を
上
回
る
法
的
義
務
を
課
し
た
も
の
で
は
な
い
」
を
修
正
補
強
す
る
次
の

論
理
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
９
条
２
項
の
「
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
及
び
賃
金
な
ら
び
に
通
常
の
事
業
の
賃
金
支

払
い
能
力
を
考
慮
」
を
重
用
し
、「
か
か
る
三
要
素
は
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
重
点
が
お
か
れ
る
、
他
の
要
件
が
二
の
次
に

置
か
れ
る
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
」
総
合
勘
案
す
べ
き
も
の
と
述
べ
る
（
６
頁
）。
直
前
の
５
頁
の
叙
述
で
は

最
賃
法
の
第
一
義
的
目
的
は
「
労
働
条
件
の
改
善
を
図
る
こ
と
」
と
言
い
な
が
ら
、
す
ぐ
に
生
計
費
の
位
置
を
引
き
ず
り
落
と

し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
枠
を
設
定
し
て
安
心
安
全
と
な
っ
た
と
思
っ
て
か
、
生
保
と
最
賃
と
の
比
較
論
を
含
む
後
者
（
第

３
）
で
は
、
法
９
条
３
項
で
「
地
域
別
最
低
賃
金
が
生
活
保
護
を
下
回
ら
な
い
水
準
に
な
る
よ
う
配
慮
す
べ
き｣

と
規
定
し
た

（
法
的
に
規
定
し
た
？
）
と
述
べ
る
。　

　

生
保
最
賃
比
較
の
技
法
と
し
て
国
が
選
択
し
た
の
は
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
（
中
賃
）
で
の
労
働
者
側
の
主
張
（
生
計
費

を
重
視
し
て
生
保
水
準
に
勤
労
経
費
を
含
む
な
ど
高
い
水
準
を
主
張
）
と
使
用
者
側
の
主
張
（
支
払
能
力
を
重
視
し
て
生
保
は

低
い
水
準
を
主
張
）
の
対
立
を
、
後
者
の
側
に
立
っ
た
と
し
か
理
解
さ
れ
な
い
内
容
で
の
公
益
側
案
で
取
り
ま
と
め
た
技
法
で

あ
っ
た
。
公
益
委
員
は
「
最
低
限
の
生
活
水
準
と
は
、
先
ず
は
衣
食
住
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
」
と
称
し
（
15
頁
）、
９
条
３

項
に
憲
法
25
条
の
生
存
権
規
定
を
反
映
し
た
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
と
明
記
さ
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れ
た
の
を
完
全
に
無
視
し
た
。
そ
の
技
法
に
よ
る
神
奈
川
版
計
算
結
果
が
表
の
Ａ
列
で
あ
る
。
因
み
に
、
Ａ
Ｂ
両
者
間
格
差

で
最
大
な
の
は
「
勤
労
控
除
」
で
あ
る
が
、
こ
の
項
目
に
つ
い
て
国
側
準
備
書
面
の
「
生
活
保
護
制
度
の
概
要
」（
10
―
12
頁
）

説
明
で
一
言
も
触
れ
て
い
ず
、
従
っ
て
「
勤
労
控
除
」
を
カ
ウ
ン
ト
し
な
か
っ
た
こ
と
の
正
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
も
な
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
「
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
的
裁
量
発
揮
は
、
封
建
国
家
の
や
り
方
だ
！

　

他
の
項
目
に
つ
い
て
の
Ａ
Ｂ
の
差
異
は
、
生
活
扶
助
（
Ａ
平
均
値　

Ｂ
上
限
値
）、
住
宅
扶
助
（
Ａ
実
績
平
均
値　

Ｂ
上
限

値
）、
労
働
時
間
（
Ａ
法
定
理
論
値　

Ｂ
１
８
０
０
時
間/

年
政
策
目
標
値
）
と
い
う
違
い
に
拠
っ
て
い
る
。
近
代
国
家
行
政

の
裁
量
は
恣
意
的
で
は
な
ら
ず
論
理
一
貫
性
を
保
持
す
べ
き
と
考
え
る
な
ら
ば
、
Ａ
は
労
働
時
間
―
平
均
値
１
５
５
、
公
租

公
課
率
―
最
低
の
沖
縄
で
は
な
く
中
位
県
の
値
、
を
採
る
べ
き
だ
っ
た
。（
８
／
16
）

　
　
　
　
　
　

◇現代労働組合研究会のＨＰへ（ＴＯＰ）
http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/111210roudou-index.htm


